
平
成
十
九
年
五
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

二

〇

八

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
〇
八
号

平
成
十
九
年
五
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
弔
問
外
交
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
弔
問
外
交
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

弔
問
外
交
と
は
、
一
般
に
、
元
首
等
の
葬
儀
に
参
列
し
た
各
国
の
要
人
の
間
で
行
わ
れ
る
外
交
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て

い
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
初
代
大
統
領
の
葬
儀
は
、
同
初
代
大
統
領
の
御
遺
族
並
び
に
ロ
シ
ア
連

邦
政
府
及
び
国
民
に
対
し
、
我
が
国
政
府
及
び
国
民
の
弔
意
を
表
す
場
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
及
び
八
に
つ
い
て

エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
初
代
大
統
領
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、
政
府
と
し
て
本
国
か
ら
し
か
る
べ
き
者
を
派
遣
す
る
こ

と
を
検
討
し
た
が
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
、
葬
儀
に
外
国
代
表
団
を
公
式
に
招
待
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
旨
が
外
交
ル

ー
ト
を
通
じ
て
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
東
京
か
ら
出
張
し
て
葬
儀
に
出
席
す
る
こ
と
が
物
理
的
に
不
可
能
と
判
断
さ

一



れ
た
こ
と
等
か
ら
、
本
国
か
ら
特
使
等
を
派
遣
せ
ず
、
齋
藤
泰
雄
ロ
シ
ア
連
邦
駐
箚
特
命
全
権
大
使
を
葬
儀
に
出
席
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
サ
イ
ド
と
し
か
る
べ
く
調
整

を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
外
務
官
僚
の
不
作
為
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
報
道
機
関
に
よ
り
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
驚
き
」
が
報
道
さ
れ
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二


